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条

例

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
八
号

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
に
関
す
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
調
整
交
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
国
民
健
康
保
険
法
及
び
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令

(

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

県
調
整
交
付
金
の
種
類
等)

第
三
条

県
調
整
交
付
金
は
、
県
普
通
調
整
交
付
金
及
び
県
特
別
調
整
交
付
金
と
す
る
。

２

県
普
通
調
整
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差
を
勘
案
し
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
す
る
。
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一

一
般
被
保
険
者
に
係
る
所
得
及
び
一
般
被
保
険
者
の
数
並
び
に
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
に
係
る
所
得
及
び
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
数

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

一
般
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、

療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
、
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
そ
の
他
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
算
額

ロ

介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額

３

県
特
別
調
整
交
付
金
は
、
市
町
村
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
安
定
化
に
資
す
る
事
業
の
実
施
状
況
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
の
財
政
に
影
響
を
与
え
る
特
別
な

事
情
を
勘
案
し
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
す
る
。

４

県
普
通
調
整
交
付
金
の
総
額
は
、
県
調
整
交
付
金
の
総
額
の
七
分
の
六
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

５

県
特
別
調
整
交
付
金
の
総
額
は
、
県
調
整
交
付
金
の
総
額
の
七
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

６

県
普
通
調
整
交
付
金
の
総
額
が
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
は
、
県
特
別
調
整
交
付
金
の
総

額
に
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
は
、
県
特
別
調
整
交
付
金
の
総
額
を
減
額
し
て
こ
れ

に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
県
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
事
項
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差｣

と
あ
る
の
は

｢

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項｣

と
、
同
条
第
四
項
中

｢

七
分
の
六｣

と
あ
る
の
は

｢

五
分
の
四｣

と
、
同
条
第
五
項
中

｢

七
分
の
一｣

と
あ
る
の
は

｢
五
分
の
一｣

と
す
る
。
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青
森
県
立
美
術
館
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

青
森
県
立
美
術
館
条
例

(

設
置)

第
一
条

美
術
そ
の
他
の
芸
術
の
鑑
賞
及
び
学
習
の
機
会
並
び
に
創
作
活
動
の
場
の
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
芸
術
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
画
を
支
援
し
、
も
っ
て
文

化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
青
森
市
に
青
森
県
立
美
術
館
(

以
下

｢

美
術
館｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

業
務)

第
二
条

美
術
館
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

美
術
品
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
資
料

(

以
下

｢

美
術
品
等｣

と
い
う
。)

の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

二

美
術
品
等
の
利
用
に
関
し
必
要
な
説
明
、
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

美
術
品
等
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

美
術
品
等
に
関
す
る
案
内
書
、
解
説
書
、
目
録
、
図
録
、
年
報
、
調
査
研
究
の
報
告
書
等
の
作
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

五

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
講
演
会
、
講
習
会
、
映
写
会
、
研
究
会
、
公
演
会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

六

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

― ―4



七

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
創
作
活
動
の
場
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
県
民
の
芸
術
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
画
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

(
使
用
の
承
認)

第
三
条

別
表
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
美
術
館
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料)

第
四
条

美
術
館
の
施
設
を
使
用
す
る
者

(

以
下

｢

使
用
者｣

と
い
う
。)

は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

使
用
の
制
限
等)

第
五
条

知
事
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
使
用
者
の
美
術
館
の
使
用
を
拒
み
、
そ
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
使
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

美
術
館
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
美
術
館
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
美
術
館
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
美
術
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則
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こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

(

第
三
条
、
第
四
条
関
係)

一

美
術
品
等
の
観
覧
の
た
め
の
使
用
の
場
合

二

展
示
施
設
の
使
用
の
場
合

イ

入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
し
な
い
で
使
用
す
る
場
合

― ―6

展
示
室
Ｃ

展
示
室
Ｂ

展
示
室
Ａ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｃ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｂ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ａ

区

分

五
千
五
百
円

二
千
円

二
千
五
百
円

千
八
百
八
十
円

八
百
八
十
円

二
千
百
三
十
円

九
時
三
十
分
か
ら
十
二
時
ま
で

八
千
八
百
円

三
千
二
百
円

四
千
円

三
千
円

千
四
百
円

三
千
四
百
円

十
三
時
か
ら
十
七
時
ま
で

二
千
二
百
円

八
百
円

千
円

七
百
五
十
円

三
百
五
十
円

八
百
五
十
円

九
時
三
十
分
以
前
、
十
二
時
か
ら
十

三
時
ま
で
及
び
十
七
時
以
降

(

一
時

間
に
つ
き)

企
画
展
の
観
覧

常
設
展
の
観
覧

区

分

知
事
が
そ
の
都
度
定
め
る
額

一
人
に
つ
き

千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
額

金

額

(

一
回
に
つ
き)



ロ

入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
し
て
使
用
す
る
場
合

イ
の
場
合
の
使
用
料
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額

三

シ
ア
タ
ー
等
の
使
用
の
場
合

イ

入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
し
な
い
で
使
用
す
る
場
合
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映
像
室

展
示
室
Ｅ

展
示
室
Ｄ

千
円

千
五
百
円

三
千
二
百
五
十
円

千
六
百
円

二
千
四
百
円

五
千
二
百
円

四
百
円

六
百
円

千
三
百
円

映
像
編
集
室

ス
タ
ジ
オ

暗
室

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
Ｂ

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
Ａ

ア
ナ
ウ
ン
ス
ブ
ー
ス

映
写
室

シ
ア
タ
ー

区

分

百
八
十
円

七
百
二
十
円

百
六
十
円

千
三
百
円

九
百
円

五
十
円

二
百
六
十
円

二
千
四
百
円

金

額

(

一
時
間
に
つ
き)



ロ

入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
し
て
使
用
す
る
場
合

イ
の
場
合
の
使
用
料
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額

四

食
堂
施
設
又
は
売
店
施
設
の
使
用
の
場
合

知
事
が
定
め
る
額

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中

｢

日
本
道
路
公
団｣

を

｢

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢
第
九
十
七
条
の
二｣

を

｢

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
三
中

｢

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

に
、

｢

本
条｣

を

｢

こ
の
条｣

に
改
め
、

｢

法
人
税
割
、｣

の
下
に

｢

特
例
適

用
期
間
内
に
終
了
す
る｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中

｢

｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
三
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。
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第
四
条
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
納
入
し
な
い
と
き
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

授
業
料
等)

第
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者(

規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
入
校
試
験
料
、
入
校
料
又
は
授
業
料(

以
下｢

授
業
料
等｣

と
い
う
。)

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
業
能
力
開
発
校
に
入
校
を
志
願
す
る
者

入
校
試
験
料

二
千
二
百
円

二

職
業
能
力
開
発
校
に
入
校
す
る
者

入
校
料

五
千
六
百
五
十
円

三

職
業
能
力
開
発
校
に
在
校
す
る
者

授
業
料

年
額

十
一
万
五
千
二
百
円

２

入
校
試
験
料
及
び
入
校
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
授
業
料
等
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

既
に
納
入
し
た
授
業
料
等
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
第
四
条
及
び
第
五
条
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
入
校
を
志
願
す
る
者
又

は
同
日
以
後
に
入
校
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
の
前
日
に
お
い
て
在
校
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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青
森
県
営
農
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
四
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
中

｢

前
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条
第
一
項｣
に
、

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
納
入
し
な
い
と
き
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

授
業
料
等)

第
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
入
校
検
定
料
、
入
校
料
又
は
授
業
料(

以
下｢

授
業
料
等｣

と
い
う
。)

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
学
校
に
入
校
を
志
願
す
る
者

入
校
検
定
料

二
千
二
百
円

二

大
学
校
に
入
校
す
る
者

入
校
料

五
千
六
百
五
十
円

三

大
学
校
に
在
校
す
る
者

授
業
料

年
額

十
一
万
五
千
二
百
円

２

入
校
検
定
料
及
び
入
校
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
授
業
料
等
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

既
に
納
入
し
た
授
業
料
等
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
営
農
大
学
校
条
例
第
五
条
及
び
第
六
条
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
入
校
を
志
願
す
る
者
又
は
同
日
以
後
に
入
校
す
る
者
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
の
前
日
に
お
い
て
在
校
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
五
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
港
湾
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
十
四
号
中

｢

三
万
千
円｣

を

｢

四
万
六
千
円｣

に
、

｢

三
万
二
千
五
百
五
十
円｣

を

｢
四
万
八
千
三
百
円｣

に
、

｢

四
万
八
千
円｣

を

｢

六
万
千
円｣

に
、

｢

五

万
四
百
円｣

を

｢

六
万
四
千
五
十
円｣

に
、

｢

五
万
六
千
円｣

を

｢

六
万
八
千
円｣

に
、

｢

五
万
八
千
八
百
円｣
を

｢

七
万
千
四
百
円｣

に
、

｢

六
万
八
千
円｣

を

｢

七
万
七
千

円｣

に
、

｢

七
万
千
四
百
円｣

を

｢

八
万
八
百
五
十
円｣

に
、

｢

八
万
九
千
円｣

を

｢

十
一
万
千
円｣

に
、

｢

九
万
三
千
四
百
五
十
円｣

を

｢

十
一
万
六
千
五
百
五
十
円｣

に
、
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｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

十
一
万
二
千

三
百
五
十
円｣

を

｢

十
五
万
七
千
五
百
円｣

に
、

｢

十
一
万
九
千
円｣

を

｢

十
七
万
二
千
円｣

に
、

｢

十
二
万
四
千
九
百
五
十
円｣

を

｢

十
八
万
六
百
円｣

に
、

｢

十
三
万
四
千

円｣

を

｢
十
九
万
三
千
円｣

に
、

｢

十
四
万
七
百
円｣

を

｢

二
十
万
二
千
六
百
五
十
円｣

に
、

｢

十
五
万
円｣

を

｢

二
十
二
万
三
千
円｣

に
、

｢

十
五
万
七
千
五
百
円｣

を

｢

二

十
三
万
四
千
百
五
十
円｣

に
、

｢

二
十
万
七
千
円｣

を

｢

二
十
万
八
千
円｣

に
、

｢

二
十
一
万
七
千
三
百
五
十
円｣

を

｢

二
十
一
万
八
千
四
百
円｣

に
、

｢

十
七
万
八
千
円｣

を

｢

十
七
万
九
千
円｣

に
、

｢
十
八
万
六
千
九
百
円｣

を

｢

十
八
万
七
千
九
百
五
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
確
認
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
六
号

青
森
県
建
築
確
認
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
建
築
確
認
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
号
中

｢

第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
三
項｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中

｢

第
八
十
五

条
第
四
項｣

を

｢

第
八
十
五
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中

｢

総
合
的
設
計
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
る｣

を

｢

一
又
は
二
以
上
の｣

に
、

｢

特
例
の｣

を

｢

緩
和
の｣

に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
中

｢

同
一
敷
地
内
認
定
建
築
物｣

を

｢

一
敷
地
内
認
定
建
築
物｣

に
、

｢

特
例
の｣

を

｢
緩
和
の｣

に
、

｢

同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物｣

を

｢

一
敷
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地
内
許
可
建
築
物｣

に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
号
中

｢

複
数
建
築
物｣

を

｢

一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九

法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
既
存
の
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
工
事
を
行
う
場
合
の
全
体
計
画
の
認
定

(

以
下

｢

全
体
計
画

認
定｣

と
い
う
。)

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
全
体
計
画
の
変
更
の
認
定

(

以
下

｢

全
体
計
画
変
更
認
定｣

と
い
う
。)

に
関
す
る
事
務

別
表
第
十
号
中

｢

第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
又
は
第
十
三
項｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
又
は
第
十
四
項｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
号
中

｢

第
八
十
五
条

第
四
項｣

を｢

第
八
十
五
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
号
中｢

総
合
的
設
計
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
る｣

を｢

一
又
は
二
以
上
の｣

に
、｢

特
例
の｣

を｢

緩
和
の｣

に
、

｢

総
合
的
設
計
建
築
物
特
例
認
定
等
申
請
手
数
料｣

を

｢

一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
緩
和
認
定
等
申
請
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
号
中

｢

同
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以

外
の｣

を

｢

一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の｣

に
、

｢

特
例
の｣

を

｢

緩
和
の｣

に
、

｢

同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物｣

を

｢

一
敷
地
内
許
可
建
築
物｣

に
、

｢

同
一
敷
地
内
認
定

建
築
物
以
外
建
築
物
認
定
等
申
請
手
数
料｣
を

｢
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
建
築
物
認
定
等
申
請
手
数
料｣

に
、

｢

同
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
を｣

を

｢

一
敷
地
内
認
定
建
築

物
を｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
五
号
中

｢

複
数
建
築
物
の｣

を

｢

一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
の｣

に
、

｢

複
数
建
築
物
認
定
等
取
消
申
請
手
数
料｣

を

｢

一
敷
地
内
認
定
等
取

消
申
請
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
備
考
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

全
体
計
画
認
定
等
申
請
手
数
料
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
、
次
に
定
め
る
床
面
積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

イ

建
築
物
を
増
築
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合

(

ロ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
と
す
る
。

ロ

認
定
を
受
け
た
全
体
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
を
増
築
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
全
体
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
二
分
の
一
に
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二
十
七

全
体
計
画
認
定
又
は

全
体
計
画
変
更
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

全
体
計
画
認
定

等
申
請
手
数
料

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
床
面
積
の

合
計
の
区
分
に
応
じ
同
号
イ
に

定
め
る
額



相
当
す
る
床
面
積

(

床
面
積
の
増
加
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
加
す
る
部
分
の
床
面
積)

と
す
る
。

ハ

建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
え
を
す
る
場
合

(

ニ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
当
該
修
繕
又
は
模
様
替
え
に
係
る
部
分
の
床

面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
と
す
る
。

ニ

認
定
を
受
け
た
全
体
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
え
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
全
体
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の

床
面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
と
す
る
。

四

全
体
計
画
認
定
又
は
全
体
計
画
変
更
認
定
を
受
け
た
建
築
物
に
係
る
確
認
申
請
手
数
料

(

表
の
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。)

の
額
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
備
業
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
七
号

青
森
県
警
備
業
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
警
備
業
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢

及
び
警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
号)
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
関
す
る
事
務｣

を
加
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え
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
四
条
の
二
第
五
項｣

を

｢

第
五
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
四
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢
第
六
条
第
三
項｣

を｢

第
十
一
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中｢

第
十
一
条
の
三
第
二
項｣

を｢

第
二
十
二
条
第
二
項｣

に
、｢

同
条
第
四
項｣

を

｢
同
条
第
五
項｣

に
、

｢

及
び
同
条
第
五
項｣

を

｢

、
同
条
第
六
項｣

に
改
め
、

｢

再
交
付｣

の
下
に

｢

並
び
に
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
警
備
員
の
指
導
及
び
教
育
に
関

す
る
講
習｣
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
備
員
及
び
警
備
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
検
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
交
付
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
並
び
に
法
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
合
格

証
明
書
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

第
一
条
第
七
号
中

｢

第
十
一
条
の
六
第
二
項｣
を

｢

第
四
十
二
条
第
二
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
三
第
四
項｣

を

｢

第
二
十
二
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
六
第
三
項｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
三
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
三
第
五
項｣

を

｢

第
二
十
二
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
中

｢

第
四
条
の
二
第
五
項｣

を

｢

第
五
条
第
五
項｣

に
、

｢

二
千
百
円｣

を

｢

二
千
円｣

に
改
め
、
同
表
第
三
号
中

｢

第
四
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
七
条
第
一

項｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
中

｢

第
六
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
表
第
五
号
を
削
り
、
同
表
第
六
号
中

｢

第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
二

十
二
条
第
二
項
第
一
号｣

に
、

｢

三
万
七
千
円｣

を

｢

講
習
一
時
間
に
つ
き

千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
第
七
号
中

｢

第
十
一
条
の
三
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
二
条
第
二
項｣

に
、

｢

同
条
第
四
項｣

を

｢

同
条
第
五
項｣

に
、

｢

同
条
第
五
項｣

を

｢

同
条
第
六
項｣

に
、

｢

二
千
百
円｣

を

｢

二
千
円｣

に
、

｢

千
九
百
円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
号
と
し
、
同
表
第
九
号
中

｢

第
十
一
条
の
六
第
二
項｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
二
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
三
第
四
項｣

を

｢

第
二

十
二
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
六
第
三
項｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
三
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
三
第
五
項｣

を

｢

第
二
十
二
条
第
六
項｣

に
、

｢

二
千
百
円｣

を

｢

二
千

円｣

に
、

｢

千
九
百
円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
八
号
中

｢

第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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九

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明

書
の
交
付
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書

換
え
又
は
法
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明

書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
備
員
又

は
警
備
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

七

法
第
二
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
警
備
員
の

指
導
及
び
教
育
に
関
す
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

合
格
証
明
書
交
付
申

請
等
手
数
料

警
備
員
等
検
定
手
数

料 警
備
員
の
指
導
及
び

教
育
に
関
す
る
講
習

受
講
手
数
料

再
交
付

書
換
え

交
付

政
令
第
三
条
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る
検
定

政
令
第
三
条
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
検
定

政
令
第
三
条
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
検
定

警
備
業
法
施
行
令

(

昭
和
五
十
七
年
政
令
第
三

百
八
号
。
以
下

｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
三
条

の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
検
定

二
千
円

二
千
二
百
円

一
万
円

一
万
六
千
円

一
万
三
千
円

一
万
四
千
円

一
万
六
千
円

五
千
円

十
二

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十

六
年
法
律
第
五
十
号)

附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

審
査
手
数
料

四
千
七
百
円



附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
八
号

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
百
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢

並
び
に
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号)

附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
同
法
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

(

以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
並
び
に
新
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
証
の
交
付
、
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
講
習
及
び
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
事
務｣

を
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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二
十

新
法
第
五
十
一
条

の
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

確
認
事
務
委

託
対
象
法
人

登
録
申
請
手

数
料

二
万
三
千
円



附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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二
十
三

新
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
第
一

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
二
十
二

新
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
第
一

号
イ
の
規
定
に
よ
る
講

習
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
二
十
一

新
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

駐
車
監
視
員

資
格
者
認
定

申
請
手
数
料

駐
車
監
視
員

資
格
者
講
習

受
講
手
数
料

駐
車
監
視
員

資
格
者
証
交

付
申
請
等
手

数
料

ハ

再
交
付
の
場
合

ロ

書
換
え
交
付
の
場
合

イ

ロ
及
び
ハ
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外
の
場
合

四
千
五
百
円

一
万
九
千
円

二
千
円

二
千
百
円

九
千
九
百
円
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成17年10月17日 月曜日 号外第87号 22


